
巻末資料：事業目的別索引

◇安定した農業用水と効率的な排水を整備したい

掲載頁

国営かんがい排水事業 12

国営施設応急対策事業 15

国営土地改良事業に係る調査計画制度 17

基幹水利施設整備型（水利施設等保全高度化事業）
　（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業）

18

排水対策特別型（水利施設等保全高度化事業）
　（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業）

19

基幹水利施設保全型（水利施設等保全高度化事業）
　（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業）

20

地域農業水利施設保全型（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業） 22

農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型・中山間地域総合整備型・農地環境整備型） 55
ため池整備事業 67
用排水施設等整備事業 70

◇農作業が効率的に行えるように整備したい

掲載頁

農地整備事業（経営体育成型） 28

農地中間管理機構関連農地整備事業 36
農地耕作条件改善事業 136

◇農業水利施設の維持管理補修を行いたい

掲載頁

基幹水利施設整備型（水利施設等保全高度化事業）
　（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業)

18

地域農業水利施設保全型（農山漁村地域整備交付金 水利施設等整備事業） 22

土地改良施設維持管理適正化事業 107
農業水路等長寿命化・防災減災事業 139

◇農業用施設の機能診断やデータ収集をして適正な管理を行いたい

掲載頁

基幹水利施設管理事業 103

県営造成施設管理体制整備促進事業 109

土地改良区機能強化支援事業 107
土地改良施設機能診断事業 122
農業水路等長寿命化・防災減災事業 139

◇事業後の負担金を軽減してほしい

掲載頁

農家負担金軽減支援対策事業 41

国営土地改良事業負担金償還助成事業 44

○農業経営の規模の拡大、作付けの団地化などを行いたい

掲載頁

経営体育成促進事業 39

◆農道整備をしたい

掲載頁

農地整備事業（通作条件整備） 48

◆集落の用排水整備や集落道路、コミュニティー施設など一体的に整備したい

掲載頁

農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型・中山間地域総合整備型・農地環境整備型） 55

◆農村の下水道を整備したい

掲載頁

農村整備事業（農業集落排水施設整備事業） 60
農業集落排水整備推進交付金事業 62
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◆中山間地域の農業基盤・生活基盤を整備したり、地域を活性化させたい

掲載頁

農村集落基盤再編・整備事業（集落基盤再編型・中山間地域総合整備型・農地環境整備型） 55
みやぎの地域資源保全活用支援事業（中山間地域等農村活性化基金） 132
中山間地域等直接支払交付金事業 133

◆都市と農山漁村との交流や農林漁業体験活動に取り組みたい。

掲載頁

みやぎ都市農村交流アドバイザー派遣事業 123

◆地域活動を行いたいので支援してほしい。

掲載頁

みやぎの地域資源保全活用支援事業（中山間地域等農村活性化基金） 132
中山間地域等直接支払交付金事業 133
多面的機能支払交付金事業 134

◆事業に取り組みたいので計画をつくりたい

掲載頁

農業農村整備事業実施計画策定事業 53
農村環境計画策定事業 63

■農村の豊かな環境・景観を保全したい

掲載頁

農村環境計画策定事業 63
豊かなふる里保全整備事業（市町村振興総合補助金メニュー事業） 128

■農地、農業用施設の災害を未然に防止したい

掲載頁

ため池整備事業 67
農地保全整備事業 73
農業用河川工作物等応急対策事業 77
地すべり対策事業 83
農村防災施設整備事業 92
海岸保全施設整備事業 93
障害防止対策事業 95
農村地域防災減災事業（調査計画事業・実施計画策定） 100
土地改良施設突発事故復旧事業 104

■災害を受けたので直したい

掲載頁

防災ダム整備事業 66
農地・農業用施設災害復旧事業 97
直轄災害復旧事業 99

■防衛施設周辺の農業用施設を整備したい

掲載頁

障害防止対策事業 95
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